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下記のとおり人事異動を実施したい内議がありますので，閣議の上，発令

願います。

なお，本件は，平成9年12月1日限り定年退官予定の東京高等検察庁検

事長濱邦久の後任に次長検事北島敬介を， その後任に最高検察庁刑事部長堀

口勝正をそれぞれ充てようとするものであります。
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か
ら
同
月
二
三
日
ま
で
と
す
る

田
１
日
１
Ⅱ
ｌ
１

１

１

１

・１

．
６
０
㎡
！
ｌ

野
ｑ
Ｆ
ｒ
由
ｒ
サ
ト
ロ
ト
ー
ト
０
１
１
Ｊ

ｊ
■
。
■

I

項

uzb"坐…罰

匡
■
Ｄ
■
■
■
■
■
■
■
毎
口
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・
脚
伊
。
．
，
Ｕ
Ⅱ
○
侭
１
魁
，
，
ｒ
ｌ
ト
ト
ト

ト

ー

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｌ

・

・

１

●

何

Ｉ

。

。

咄

叫

川

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｆ
名
号
尋
Ｐ
Ｏ
Ｔ
・
Ｊ
ｏ
４
ｆ
ｐ
２
●
４
。
●
１
。

』
甲
。
”
』
■
“
Ｌ

＃
、
４

i北

・
１
●
。
●
・
ｑ
ｑ
５
ａ
ｐ
ｐ

|

最
高
裁
判
所 麹

法 最
高
裁
判
所
一

法

法
務
省

最
高
裁
判
所

島内
庁

敬務 務〃 〃 〃 〃

Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
■

介
名

省 閣 省
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1

年
月
日
事

！

省
平
成
七
八
一
五
法
制
審
議
会
委
員
Ｉ
併
任
す
る

Ｉ

九
一
一
可
法
Ｉ
豊
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

１

歩
八
一
一
○
最
高
裁
判
斤
絲
携
郡
長
事
務
取
扱
を
命
す
る

七
一
○
最
宮
検
察
ｒ
ｆ
携
邦
長
事
携
取
扱
を
免
す
る

１１

法
九
一
工
最
高
検
寧
声
ム
判
郡
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

’

一
四
最
高
検
察
院
鼎
携
部
長
事
携
取
扱
を
命
ず
る

最
高
検
察
院
ム
判
郊
長
事
務
取
扱
を
免
ず
る

七
七
最
高
検
察
〆
綬
携
邦
長
事
携
取
扱
を
免
ず
る

法務省

最
高
裁
判
所
総
務
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

。
法
省

蔽
高
裁
判
所

″
〃
二
五
俵
制
審
議
会
委
員
Ｌ
併
任
す
る

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■

二
六
目
か
ら
同
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

！
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｜

年’

年

一
月
一
日

本
籍

出
生
地

現
住
所

t

三

五

一
一
一 三

八

一
二
一
ハ

四

Ｉ
Ｂ
■
■
冊
１
１
．
■
旧
用
■
０
心
呂
▲
▽
い
●
Ｂ
Ｔ
ｐ
■
９
Ｆ
』

九 〃 〃″
’

〃

－

〃
一■

－ ＝＝

１

八

一
二
Ｏ
’

八

一
一

○

｜
八
一
二
ハ
ー

八

一
一
ハ

《

八
一
一
一 ○

一
一
一聖 四〃

４
４
Ｆ
２
Ｅ
旧
０
由
ｈ
四
日
戸
凸
ｒ
ｑ
Ｌ

１刑Ⅱ’一

二

五

ゴ■…ｰ

五 八九 ○
一

中
央
大
学
法
学
部
卒
業

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

旭
川
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

検
事
二
級
（
京
都
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
分
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

ｒｑ■■

■
Ｇ
■
■
日
日
も
似
５
ｂ
甲
閂
・
下
町
■
９
■
甲
凸
Ｂ
・
Ｐ
Ｂ
１
Ｒ
■

１

Ⅱ
Ⅱ
Ｄ
Ⅱ
１
１
Ｆ

事

1

氏出
生
年
月
日

旧

項

氏
名

ｑ
同
日
９
■
９
１
甲
■
？
①
Ｊ
８
■
■

ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｌ

名ロ
。
、
恥
ロ
蕨
Ｊ
ｒ
趾
Ｊ
皮
肺
，
邨
咄
曲
司
里
信
習
可
‘
肘
、
刮
隅
Ⅷ

■
凸
ｒ
■
町
■
■
Ｆ
ｈ
Ｈ
■
」
ｑ

ｑ

Ｊ

Ｆ

Ｌ

ほ
り
ぐ
ち
か
つ
ま
さ

堀
口
勝
正

昭
和

二

年

０
ｈ
日
ｒ
ｉ
０
ｐ
ｐ
Ｌ
由
Ⅱ
正
０
吋
■
昭
４
Ｆ
■
即
ｈ
ｑ

・』ＭＬ

ｒ
ｊ
ｆ
ｒ
ｉ

Ⅱ
ｌ
旧
Ｌ
凸

曲
５
日
■
■
■
■
ａ
ｉ
６
１
■
Ｇ
・
１

■
ｌ
ｑ
２
・
●
・
凸
Ｐ
４
５
６
■
６
１
守
４
■
■
・
可
■
０
句
■
■
■
４
Ｆ

司
法
試
験
管
理
委
員
会

｜
〃〃

法 最
高
裁
判
所

庁

月

務

日

〃 ﾉノ 〃

名
省
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１
１
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
４
ｌ
ｌ
ｌ
剣
１
１
１
曲
’
１
１
９
１
１
１

日

『

・

ｇ

ｑ

０

や
ｒ
も
・
・
ｉ
Ⅲ
Ｊ
ｏ
Ｌ
ｌ
ｋ
旬
■
■
■
■
！
■
国
■
Ｆ
■
■
■
■
四
■
■
固
■
■
■
■
因
■
回
礪
Ｉ
■
Ｂ
■
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Ｉ
ｌ
ｌ
４
１
ｄ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
’
４
０
１
１
１
１
１
州
’
’
’
１
画
１
１
１
利
１
１
引
当
．
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
４
・
か

０

０

年
一
月
一
日

已
グ
全
日
４
ｉ
３
ｌ
１
１
旬
１
９
呂
弔

Ｆ

，

‐

．
画
．
§
●
●
８

ロ
・
毛
々

Ｂ

ｑ

則
Ⅱ
叫
１
１
２
吋
Ｉ
ｑ
Ｎ
４
ｑ
岫
口
’

。

月

１

１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ

昭
和
四
六

五
五
一
八
一
一
五
：
｜
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

五
五

四
九要|茎

五
七五

八
一
四
一
一

五
九 〃

一
一

三
一
二
三
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

1一四
凸
凸
一

一
一
一八

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
テ
ユ

一
一
一
ハ 五

『
』
曲
幻
月
肥
Ｆ
ｍ
９
色
ｄ
寺
匂
、
凸
Ⅱ
１
晶
竪
Ｐ

4

事
項

『‐１１４‐１Ｊ‐

Ⅷ
．
犀
『・
令
“

■

■

■

■

■

■

■

■

日

１

日

風

何

回

横
浜
地
方
検
察
庁
小
田
原
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
免
ず
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事
務
取
扱
の
期
間
は
昭
和
四
六
年
一
二
月
三
日
ま
で
と
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
免
ず
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

弓
。
。
●
巳
ロ
●
ロ
ロ
２
０
●
砧
ロ
Ｐ
■
Ｉ
ｏ
ｏ
ｄ
ｆ

ｐ。。

Ｌ
Ｐ
■
■

ロ
■
Ｕ
且
日

■

Ｏ
６
Ｊ
ｈ
凸
４

守
咀
■
や
巳
ｆ
ｊ
ｑ
２
岨
■
０
０
・
１
６
■
■
■
“
１
３
卓
。
ｌ
■
Ｆ
Ｐ

４

ｉ

ｒ

0

ｌ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ｉ
Ⅱ
ｒ
叩
■
Ⅲ
Ⅲ
け
ｒ
Ｍ
加
匪
Ｏ
Ｊ
ｍ
Ｗ
ｍ
則
、
４
○
罪
Ⅱ
■
６
ｍ
Ⅲ
６
０
０
』
口
町
守
幸
。
■
亘
壼
四
ｍ
■
Ｉ
山
、
■
言

！
日
・
Ｐ
ｂ
Ｂ
１
Ｊ

雲, %ざぞヱヴニ

堀

1

ｑ
ｆ
Ｐ
Ｆ

東
京
高
等
検
察
庁

法 口
庁

勝
務ﾉノﾉノ〃 〃 〃 〃〃

■四

正

至上省
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丁（
。
空
″ 一

一
一

一
一〃 〃 〃

一

○

一
六
一
奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

堀
口
勝
正

法
務

最
高
裁
判
所

法
務
省

厚
生
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

庁
名

●

ユ
〃 〃 〃

省

法 務 省

一
ハ 八 五 四 二 一

一
一
一

一
一
一 ’月

一
一

八
一
ハ

一
一

八 五

一

四

一 ‐

○
一
一

一
一

七 ’ 日
任
期
は
平
成
四
年
一
二
月
八
日
ま
で
と
す
る

C

◆

公
衆
衛
生
審
議
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ノ●
■

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
平
成
元
年
三
月
二
九
日
か
ら
同
年
四
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

出
張
を
命
ず
る

デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
タ
リ
ア
、
西
Ｆ
イ
ッ
、
ス
イ
蚕
フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
へ

■

０
日

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

広
島
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

◆
畢

か
ね
て
広
島
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る０

，

広
島
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

広
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事
項

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

、 次

r，

j猟

一

ノし
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・
ｑ
ｐ
ｑ
９
１
０
Ｂ
，
Ｐ
ｒ
Ｂ
’
１

●田口

平
成
年

九 八 五
一

七

一

一
二
味
戸
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

七
１
－

七

一
二
二
一
最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三’〃〃 〃 〃 〃 ﾉノ 〃

’
一
一
一
一
一
八

一

｛
ハ ○ 六

一
二
○

○八 七 九

二

〃 〃
へ

９
１
巴
町
阜
ご
ｄ
・
・
Ｄ

も

Ｅ

串

Ｌ

凸

ｆ

”

令

０

０

可

１

４

〃

里

ｑ

；

■

幻

も

４

４

■

Ｊ

『
砧
ｂ
６
４
ｌ
Ｄ
Ｆ
４
■
■

“
ｑ
や
０

二 一

四八 ○ 九四 二

一
．
…
．
，
’
１
…
，
…
駒
１
ｆ
総
ｉ
腓
ｉ
〃
順
順
瞳
一
密
順
ｋ
ｉ
１

ｉ
ｌ
‐
‐
・
眺
γ

笥
棚
ｉ
即
１
１
１
１

－
公
衆
衛
生
審
議
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

事

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
八
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
．

矯
正
保
護
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

．

・

‐
！

鴫

‐
、
！
Ⅲ
．

、

‐

Ｉ

‐

、

川

錨

‐１

１

‐
Ｊ
ｌ
ｌ

Ｊ

↓

川

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
１
Ｉ

併
任
の
期
間
は
平
成
九
年
一
○
月
一
九
日
ま
で
と
す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

０
９
。
‐
画
ｄ
Ｕ
争
卸
囚
■
■
属
Ｈ
Ｈ
ｍ
田
ｗ
４
Ｉ
略
。
．

‐

・

・

，

Ｄ

Ｉ

Ｗ

曲

ｒ

も

田

ｂ

○

も
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「 法務省人任第2521号

平成9年12月 2日

内閣総理大臣 殿

法務大臣

検事長の定年退官について（通知）

東京高等検察庁検事長濱邦久は，検察庁法第22条の規定により平成9年

12月1日限り定年退官したので，通知します。
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異 動 図（閣議人事）

◎平成9年12月2日付け

次長検事東京高検検事長平成9年12月1B限り

定年退官

騒高検刑事部妄

、



外人第917号

平成9年11月28日

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣小渕恵 殿
一
一
一

外務大臣小渕恵 三

閣議決定人事について

下記のとおり発令を願います。

記

朗
一
俊

惠
紘

（大臣官房）外務事務官大和田

(国際協力事業団理事） 松本

〈在ｽﾗﾊ魂ﾔ躰醗縛燃緯）外務事務官松本

特命全権大使に任命する

(以上12月2日発令）

おって、大和田大使にはユーゴースラヴィア国駐舗、松本（紘）大使にはジョ

ルダン国駐罰､一松本〈俊）大使にはジャマイカ国駐罰を命ずるものである。 ‐
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閣議日12月2日 （火）

発令日12月2日 （火）

⑧特命全権大使に任命する

ユーゴースラヴィア国駐笥を命ずる

外務事務官(大臣官房） 大和田恵朗

(1992年7月、ユーゴースラヴイア国内の民族紛争激化のため、中

村泰三大使（当時）に帰朝を命じ、その後、大使不在の状態であった

が、我が国政府は、 97年5月20日、 「新ユーゴー」を国家承認し、

外交関係を開設、 日 ・ユーゴースラヴイア関係は正常化したことによ

り12月2日付にて大和田大使を発令予定）

③特命全権大使に任命する

ジョルダン国駐箭を命ずる

（国際協力事業団理事） 松本紘一

ジョルダン国駐箭

木村崇之

9/12/1命綱

ノデ
松本紘 一

②特命全権大使に任命する

ジャマイカ国駐笥を命ずる

外務事務官（在ｽﾗﾔH綱繊事雛購） 松本 俊

ジャマイカ国駐箭

大久保 基

9/10/20命綱

～

松本 俊一一一一一ブ


